
提

出

者

山

花

郁

夫

平
成
十
二
年
十
月
二
十
四
日
提
出

質

問

第

一

八

号

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
参
議
院
提
出
、
参
法
第
七
号
）
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
参
議
院
提
出
、
参
法
第
七
号
）
に
関
す
る
質
問
主
意
書

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
参
議
院
提
出
、
参
法
第
七
号
）
に
よ
る
と
、
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
つ
き
、
い

わ
ゆ
る
拘
束
名
簿
式
投
票
方
法
に
代
え
て
非
拘
束
名
簿
式
の
投
票
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
投
票
に
際
し

て
、
公
職
の
候
補
者
た
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
を
自
書
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
届
出
に

係
る
名
称
又
は
略
称
を
自
書
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
う
え
で
、
公
職
の
候
補
者
た
る
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
を
記
載

し
た
得
票
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
得
票
と
読
み
替
え
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
し
か
し
同
法
案
に
対
し
て
は
、
憲
法
上
の

疑
義
が
存
し
、
国
民
の
理
解
を
得
ら
れ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
政
府
の
見
解
を
た
だ
し
た
い
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

候
補
者
個
人
の
氏
名
を
自
書
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
得
票
と
読
み
替
え
る
こ
と

は
、
憲
法
第
四
十
三
条
（
両
議
院
は
、
全
国
民
を
代
表
す
る
選
挙
さ
れ
た
議
員
で
こ
れ
を
組
織
す
る
）
に
反
す
る
こ
と
に
な

ら
な
い
か
。
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。

二

候
補
者
個
人
名
を
自
書
し
た
も
の
を
名
簿
届
出
政
党
等
の
得
票
と
読
み
替
え
る
場
合
、
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
簿
届
出
の

如
何
に
よ
っ
て
は
、
個
人
と
し
て
の
得
票
数
が
ゼ
ロ
な
い
し
極
め
て
僅
少
の
者
で
も
、
理
論
的
に
は
当
選
可
能
性
が
あ
る
と

一



い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
、
両
議
院
は
選
挙
さ
れ
た
議
員
で
組
織
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
憲
法
第
四
十
三
条
に

反
す
る
の
で
は
な
い
か
。
反
し
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
根
拠
を
明
示
さ
れ
た
い
。

三

連
座
制
の
適
用
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
議
院
か
ら
の
除
名
に
よ
っ
て
当
選
議
員
が
議
席
を
失
う
に
至
っ
た
場
合
、
当
該
候

補
者
個
人
の
得
票
を
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
得
票
と
読
み
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
議
員
所
属
の
政
党
等
の
名
簿
に

従
い
、
繰
上
げ
当
選
決
定
行
為
を
行
う
こ
と
は
、
憲
法
第
四
十
三
条
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
反
し
な
い
と

す
る
な
ら
ば
、
そ
の
根
拠
を
明
示
さ
れ
た
い
。

四

当
選
人
と
な
っ
た
参
議
院
名
簿
登
載
者
が
、
自
発
的
に
議
員
辞
職
を
行
っ
た
場
合
、
当
該
候
補
者
個
人
の
得
票
を
参
議
院

名
簿
届
出
政
党
等
の
得
票
と
読
み
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
議
員
所
属
の
政
党
等
の
名
簿
に
従
い
、
繰
上
げ
当
選
決
定
行

為
を
行
う
こ
と
は
、
憲
法
第
四
十
三
条
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
根
拠
を
示
さ
れ
た

い
。

五

参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
除
籍
処
分
を
行
う
な
ど
に
よ
っ
て
、
当
選
人
と
な
っ
た
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
党
籍
を
失
わ

せ
る
こ
と
は
、
憲
法
第
四
十
三
条
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。

六

参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
が
除
籍
処
分
を
行
う
な
ど
に
よ
っ
て
、
当
選
人
と
な
っ
た
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
党
籍
を
失
わ

二



せ
た
場
合
、
そ
の
候
補
者
個
人
の
得
票
を
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
得
票
と
読
み
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
議
員
所
属

の
政
党
等
の
名
簿
に
従
い
、
繰
上
げ
当
選
決
定
行
為
を
行
う
こ
と
は
、
憲
法
第
四
十
三
条
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い

か
。
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。

七

当
選
人
と
な
っ
た
参
議
院
名
簿
登
載
者
が
、
自
発
的
に
党
籍
を
変
更
し
、
あ
る
い
は
党
籍
を
離
れ
る
行
為
は
、
憲
法
第
四

十
三
条
に
照
ら
し
て
許
さ
れ
る
か
。
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。

八

当
選
人
と
な
っ
た
参
議
院
名
簿
登
載
者
が
、
自
発
的
に
党
籍
を
変
更
し
、
あ
る
い
は
党
籍
を
離
れ
た
場
合
、
当
該
候
補
者

個
人
の
得
票
を
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
得
票
と
読
み
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
議
員
所
属
の
政
党
等
の
名
簿
に
従

い
、
繰
上
げ
当
選
決
定
行
為
を
行
う
こ
と
は
、
憲
法
第
四
十
三
条
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。
な
ら
な
い
と
す
れ

ば
、
そ
の
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


